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新潟都市計画地区計画の決定（新潟市決定） 

 

都市計画長潟第二地区地区計画を次のように決定する。 

  

名  称 長潟第二地区地区計画 

位  置 新潟市中央区長潟、姥ケ山、南長潟の各一部 

面  積 約 19.2 ヘクタール 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、JR 新潟駅から南へ約 3.2 キロメートルに位置し、都心や日本

海東北自動車道新潟亀田インターチェンジに近く、本市の基幹公共交通軸

である都市計画道路弁天線及び鳥屋野潟公園線の他、鳥屋野潟南部東線、

鳥屋野潟南部東西線などに近接し、交通の利便性に恵まれた地域である。 

また、新潟県・新潟市・亀田郷土地改良区の三者により開発を推進してい

る鳥屋野潟南部開発計画の「住居・交流拡大ゾーン」のうち、周辺環境と調

和した良好な住宅地を整備する「住居エリア」として位置付けられている。 

そのため、地区計画を策定し、周辺の住宅との調和を図り、良好な住環境

の整備を行うとともに、建築物の適切な規制・誘導を行うことで、無秩序な

宅地化を防止するとともに、健全で利便性の高い住宅地の形成を図りなが

ら、本地区の立地にふさわしい適正な土地利用の配置を行うことを目標と

する。 

土地利用の方針 

A 地区（一般住宅地区） 

周辺の住宅との調和を図り、良好な住環境の整備を行うことを基本とす

る。 

B 地区（沿道サービス地区） 

都市計画道路鳥屋野潟南部東西線沿線の交通利便性を活かし、生活利便

施設を配置して土地利用の促進を図る。 

建築物等の整備

の方針 

A 地区（一般住宅地区） 

住宅地としての良好な環境の形成及び保全のため、建築物の用途、敷地

面積の最低限度、高さの最高限度、壁面の位置及び垣又は柵の構造につい

て制限を定める。 

B 地区（沿道サービス地区） 

都市計画道路鳥屋野潟南部東西線沿線の交通利便性を活かし、生活利便

施設の集積を図り、ゆとりある住宅地としての環境を創出するため、建築

物の用途及び壁面の位置について制限を定める。 
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地
区
整
備
計
画 

地区 

の 

区分 

地区の名称 A 地区（一般住宅地区） B 地区（沿道サービス地区） 

地区の面積 約 13.7 ヘクタール 約 5.5 ヘクタール 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築行為の制限 
土地区画整理法（昭和 29年法律第 119 号）第 9 条第 3 項又は第 21

条第 4項の公告の前日までは、建築物を建築してはならない。 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 建築基準法別表第二（い）項

第 4 号（幼保連携型認定こ

ど も 園 及 び 集 会 所 を 除

く。）、第 5 号、第 7 号及び

第 9 号に掲げるもの 

(2) 建築基準法別表第二（は）項

第 3 号に掲げるもの 

(3) 建築基準法別表第二（に）項

第 2 号から第 5 号に掲げる

もの 

(4) 店舗及び飲食店の床面積が

1,500 平方メートルを超え

るもの 

(5) 事務所の床面積が 1,500 平

方メートルを超えるもの 

(6) 建築基準法施行令第 130 条

の 9第 1 項の表（1）項から

（4）項の危険物の貯蔵又は

処理に供する建築物 

(7) 建築物付属自動車車庫の延

べ面積が 3,000 平方メート

ルを超えるもの 

次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 建築基準法別表第二（い）項

第 1 号（長屋を除く）、第 2

号、第 4 号（幼保連携型認

定こども園及び集会所を除

く。）、第 5 号及び第 9 号に

掲げるもの 

(2) 建築基準法別表第二（は）項

第 2 号、第 3 号に掲げるも

の 

(3) 建築基準法別表第二（に）項

第 5 号に掲げるもの 

建築物の敷地面

積の最低限度 

135 平方メートル ― 

ただし、次に掲げるものは、こ

の限りではない。 

(1) 土地区画整理事業の換地処

分により生じる土地で、同

一人が使用し、又は収益す

ることができる権利を有し

ている連続した全ての土地

を 135 平方メートル以上ご

とに分割して生じた残りの

土地 

(2) 土地区画整理事業の換地処

分により生じた一筆の土地 

― 
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壁面の位置の制

限 

建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面は、道路境界線から 0.7 メ

ートル以上、隣地境界線から 0.5

メートル以上離さなければなら

ない。  

ただし、独立した自動車車庫及び

物置等については、この制限は適

用しない。 

建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面は、道路境界線から 1.0 メ

ートル以上、隣地境界線から 1.0

メートル以上離さなければなら

ない。 

建築物等の高さ

の最高限度 

建築物の高さは、地盤面から15メ

ートル以下とする。 
― 

垣又は柵の構造

の制限 

道路に面する垣又は柵の構造は

生垣とする。ただし、高さを道路

面より1.5メートル以下としたも

の、又はフェンス等で透視可能な

ものとした場合は、この限りでは

ない。 

― 

「区域、地区の区分は計画図表示のとおり」 

理由 

  住居や生活サービス、利便性の高い良好な住宅市街地を形成し、かつ保全するため。 

 

 


